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★日本唯一！国際的な水質観測地点《北海道 摩周湖》 次の水質調査も継続したい!!
▶https://camp-fire.jp/projects/view/650904?utm_campaign=cp_po_share_mypage_projects_show 

★摩周湖環境保全連絡協議会について（弟子屈町公式ホームページ）
▶https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/soshikiichiran/kankyoseikatsuka/1/2/2665.html

摩周湖は世界有数の透明度を誇り、毎年多くの
観光客が訪れる、美しい湖です。そんな摩周湖で
すが、毎年研究機関による水質調査が行われてい
たことを知っていますか？平成30年で研究機関に
よる調査が終了し、令和元年から、摩周湖環境保
全連絡協議会（清里町、別海町、中標津町、標茶町、
弟子屈町）がその調査を引き継いでいますが、資
金を確保するため、クラウドファンディングを実
施しています。　　　　　　【目標金額：270万円】

町民の皆さんには非常に身近な存在である摩周
湖ですが、この調査を断念してしまうと、美しい
「摩周ブルー」が失われてしまう可能性があります。

摩周湖は日本で唯一の国際的な水質観測地点として、地球環境を監視している湖でも
あります。
皆さんからのご支援をお待ちしています！

日本唯一の観測地点「摩周湖」での水質調査を続けたい！

クラウドファンディング 実施中!

問い合わせ先／摩周湖環境保全連絡協議会（事務局：役場環境生活課環境係☎４８２‐２９３４（課直通））

３月20日㈪まで!

詳しくは、各ホームページをチェックしてください！

クラウドファンディングサイト
QRコード

（広告）

介護福祉士・介護員（初任者研修取得者）
介護支援専門員(ケアマネージャー)

正社員・パート・夜勤専従
◆業務内容／入居者の日常生活の介助や介護業務
◆勤 務 地／川湯温泉（♨）
◆勤務時間／７：00～20：30（実働7.5時間）
　　　　　　　公休月９日
◆待 遇／各種保険・資格手当・各種手当あり
◆給 与／月145‚000～（介護職）

◎早・遅手当1‚000円（7.5時間に限る）
◎処遇改善手当20‚000円
◎特定処遇改善手当有り
　（パート）時給938円
　福利厚生で川湯の温泉に入れます。

急募!!介護職員
（広告）

弟子屈町摩周１丁目８番17号
☎（015）482-1716≪担当 澁谷≫

株式会社　東洋実業　弟子屈事業所

①施設警備員（常勤）　募集人員 １名
勤務場所　弟子屈町内施設
勤務時間 17：00～21：30

             （火曜日定休日）
給　　与　時給920円～

②施設警備員（常勤）　募集人員 １名
勤務場所　弟子屈町内施設
勤務時間　平　日　17:00～22:00

　　　　　　日曜日　８:00～18：00
給　　与　時給920円～

③機械警備員（常勤）　募集人員 １名
勤務時間 17：00～翌9：00
給　　与　時給920円～（深夜割増有）

•給与・待遇・委細面談にてご説明します。
•ご希望の方は下記までお気軽にお問い合わせください。

従 業 員 募 集

各業種ともに普通運転免許
必要
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問い合わせ先／役場観光商工課観光振興係☎４８６‐７７３１（係直通）

令和４年５月号から特集している、「弟子屈町観光振興計画」。
本計画が策定してから１年が経とうとしていますが、今月号は１年間の取り組みを振り
返ります！

今年の取り組みの総まとめ！
弟子屈町
観光振興計画

第11回

道内事業者事業継続緊急支援金
（エネルギー価格高騰分）のご案内

事業者の
皆さんへ

　北海道では、新型コロナウイルス感染症の影響による売り上げ減少に加え、エネル
ギー価格高騰の影響を受けた中小事業者などに対し、支援金を給付します。
▶受 給 要 件／ 以下の２つの要件を全て満たしている中小・小規模事業者および個人

事業者
　　　　　　　① 令和３年11月以降の任意の月と、平成₃₀年11月から令和２年３月の

同じ月を比較して、売り上げが2₀％以上減少した月がある
　　　　　　　② 令和４年12月以降に支払ったエネルギー（電気・ガス・ 燃料など）

の単価が、令和３年12月～令和４年11月のいずれかの月に比べて増
加している

▶給 付 額／中小・小規模事業者　1₀万円
　　　　　　　個人事業者　　　　　５万円
▶受 付 期 限／４月₃₀日㈰まで
▶お問合せ先／ 北海道事業継続緊急支援金（エネルギー価格高騰分）コールセンター

☎０１１‐３５０‐６７１１（平日の８：₄₅～1₇：₃₀）

申請方法などは
専用ホームページを
ご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先／観光商工課商工振興係☎４８２-２９４０（課直通）

支援金給付

この１年で行った取り組み
①観光振興計画特集の掲載　②LINEアンケートの実施（８月・₁₂月）　③地域での勉強会の実施（₁₁月）
④モニターツアーの実施（₁₀月アトサヌプリトレッキングツアー、₁₁月木皿制作体験）

●LINEアンケート
　本計画がどの程度皆さんに知られているかなどを調査する
ため、町公式LINEアカウントでアンケートを実施しました。１
回目、２回目と合わせて４５₀件の回答をいただきました。アンケ
ートの結果を一部ご紹介します！

▶観光振興計画をご存じですか？
　確かに知っている・知っている→約６₀％

▶観光振興計画を読んだことがありますか？
　詳しく全体を読んだ・関心のある部分だけ読んだ→約６₀％

▶観光振興計画の取り組みについて、どうお考えですか？
　とても重要だと思う・重要だと思う→約₈₀％

町の持続可能な観光に関する情報を紹介したホームページが完成しました！
　現在は１泊２日の体験モデルコースと、町の取り組みに共感できる「いいね」ボタンのみ掲載して
います。
日本語版　https://visit-teshikaga.com/ja/
英語版　https://visit-teshikaga.com/en/ 日本語版 英語版
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●モニターツアーの実施
₁₀月に、紅葉シーズンのアトサヌプリ

（硫黄山）トレッキングツアー、₁₁月に
はアイヌ文化を学ぶ木皿制作体験を実
施。いずれも体験後は地場産ランチを楽
しみ、本計画に関するミニ講座を行いま
した。

最後に･･･
　私たちの小さな取り組みが、町の誇る雄大な自然
や希少な動植物だけでなく、地域が₁₀₀年後、₂₀₀
年後もあり続ける一助となり、地域の皆さんや町を
訪れた皆さんが「住んでいてよかった」、「この町に訪
れてよかった」と思える地域づくりに繋がります。今
後も、皆さんのご理解、ご協力をお願いします！


